
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額

42,035

（１）要求の趣旨（現状と課題）

２ 要 求 内 容

0 42,035

収　入
その他

　・　既設測定局の測定機器の更新
　　　設置個所 /各務原、大垣中央、大垣南部、中津川、高山
　　　更新機器 /SO2・SPM自動測定機、NOx自動測定機、PM2.5自動測定機、WDWS計
　
　・　大気環境測定車（あおぞら）に積載する測定機器の更新
　　　更新機器 /SO2自動測定機、SPM・PM2.5自動測定機、NOx自動測定機、
　　　Ox自動測定機、CO自動測定機

　　大気汚染防止法第22条に基づき大気汚染状況を常時監視し、同法第23条に基づき汚
　染が著しい場合には、必要な緊急措置を取らなければならない。
　　これまでに整備した測定局の測定機器について、耐用年数を超えた機器のうち、特
　に優先度の高い測定機器の更新を行い、適切な大気汚染状況常時監視の体制を継続す
　る。
　　また、平成27年度に更新した大気環境測定車（あおぞら）に積載している測定機器
　を更新し、引き続き測定局の設置されていない地域の測定を継続する。

0 0 0 0

（２）事業内容

財　源

25,523

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：衛生費　項：環境管理費　目：公害対策費

 ＜財源内訳＞

財 源 内 訳

事 業 名

県　債

(前年度予算額： 25,52342,035１ 事 業 費

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

0 0 0 0

事業費

25,523

寄附金

0

一　般

千円)

　大気測定局・測定機器整備費

電話番号：058-272-1111(内2987)

E-mail：c11264@pref.gifu.lg.jp

環境エネルギー生活部　環境管理課　大気環境係 



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

28

（１）後年度の財政負担

26

41,591

390

　　無

委託料

３ 事業費の積算 内訳

　　県10／10
　　大気汚染常時監視は、大気汚染防止法第22条に基づき県が実施するものであり、県
　負担は妥当である。

　　既設の測定機器は10年の使用を基本とし、修繕頻度等を勘案の上で更新する必要が
　ある。

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

42,035

事業内容の詳細

測定機器更新確認・整備に係る調整旅費

公用車燃料費

機器廃棄等

機器更新

事業内容

旅費

需用費

備品購入費

合計

金額



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
実績

0 19

　笠原測定局の移設により、県多治見測定局を新設し、また、購入後10年以上経
過した窒素酸化物自動測定機１台、微小粒子状物質自動測定機４台、オキシダン
ト・窒素酸化物自動測定機１台、窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定機２台、
風向風速計１台を更新し、常時監視体制を強化した。

指標① 目標：20 実績： 19 達成率： 95 ％

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　大気汚染状況を常時監視するための測定局について、環境省が示す必要局数を確保
する必要がある。
　また、既設測定局の測定機器について、耐用年数を超えた機器のうち、特に優先度
の高い測定機器の更新を行う。

実績 目標 (R ) 達成率
指標名

R7年度 R8年度 終期目標

① 県整備大気測
定局数（自動車
排出ガス測定局
含む）

19 20 20 95%

（これまでの取組内容と成果）

令
和
４
年
度

　海津測定局を新設し、また、購入後10年以上経過した羽島測定局のSO2・SPM自
動測定機、美濃加茂測定局、笠原測定局、高山測定局のPM2.5自動測定機並びに本
巣測定局、中津川測定局、高山測定局のWDWS計を更新し、常時監視体制を強化し
た。

指標① 目標：20 実績： 19 達成率：95 ％

令
和
６
年
度

　購入後10年以上経過した二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機１台、窒素酸
化物自動測定機３台、微小粒子状物質自動測定機１台、オキシダント自動測定機
２台、オキシダント自動測定機動的校正装置１台を更新し、常時監視体制を強化
した。

指標① 目標：20 実績： 19 達成率： 95 ％

令
和
５
年
度



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

(評価) 　測定機器の更新にあたっては、同種の機器をできるだけ一括発注する等に
より経費節減に努めている。

２

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　環境省の事務処理基準に従い、必要な測定機器を導入する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

（今後の課題）

　整備した測定局が老朽化した際には、移設先の確保や、新たな建屋等の整備費が必
要となる場合がある。また、環境省の事務処理基準に従い、必要な測定機器数を確保
する必要がある。

(評価) 　大気汚染防止法に基づき常時監視を行い、必要な緊急措置を行う必要があ
る。

２

(評価) 　機器更新計画に従い測定機器を整備し、常時監視体制を継続することがで
きた。

２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている


